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都市計画 

 
 

第２１２回埼玉県都市計画審議会を開催します 
 

～ 草加都市計画道路の変更についてなど９議案を審議します ～     
 

 

埼玉県は、第２１２回の埼玉県都市計画審議会を開催します。実施概要は次のとおりです。 

 

実施概要 

■ と   き  平成２２年２月１５日（月） 午後１時３０分から 

 

■ と こ ろ  さいたま市浦和区常盤４－１１－８ 

知事公館 １階 大会議室 

電話 ０４８－８３１－６０４６ 

 

■ 議   題  別記のとおり 

（議第４９１３号から４９２１号の９議案） 

 

■ 傍聴の可否  可。ただし、審議内容が埼玉県情報公開条例第１０条各号に該当するた       

        め、埼玉県都市計画審議会が非公開と決定した議案については傍聴できま 

        せんので、あらかじめ御承知おき下さい。 

 

■ 傍聴定員  １０名 

 

■ 受付方法   傍聴を希望される方は、審議会当日、開会３０分前までに傍聴受付 

（知事公館２階 中会議室）へお越し下さい。 

なお、傍聴希望者が定員を超えている場合は開会の３０分前の時点にお

いて抽選を行います。 

 

（参考）この審議会は、都市計画法第７７条の規定により設置されている知事の附属機関で

す。この法律の理念は、私たちの住む埼玉という県土において、健全な県民の生活と

生産活動を確保しつつ、適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られることとし

ています。 

本審議会では、土地利用や都市施設の整備、市街地開発事業など、都市計画に関す

る事項を昭和４４年から調査審議しています。 

 

■ 問い合わせ先 埼玉県都市整備部 都市計画課 総務担当 

〒３３０－９３０１ さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

℡０４８－８３０－５３３５（直通） 

 

 平成２２年２月８日 
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             第２１２回 埼玉県都市計画審議会 案件一覧表 
 

議案番号          議   案   名            市町村    決定権者 
４９１３  上尾都市計画用途地域の変更について               上尾市         県 

４９１４  川越都市計画用途地域の変更について        川島町     県 

４９１５  桶川都市計画用途地域の変更について                桶川市         県 

４９１６  所沢都市計画道路の変更について            所沢市          県 

４９１７   さいたま都市計画道路の変更について         さいたま市    県 

４９１８   草加都市計画道路の変更について             草加市      県 

４９１９   草加都市計画用途地域の変更について              草加市        県 

４９２０  熊谷都市計画区域における産業廃棄物処理施設の      熊谷市          県 

           敷地の位置について                       (許可権者) 

４９２１   川口都市計画事業芝東第４土地区画整理事業の        川口市     － 

      事業計画変更に係る意見書について               

 

別記 

 

【議案名】 
 議第４９１３号 上尾都市計画用途地域の変更について（県決定） 

 
［議案概要］ 

上尾市の上地区について、沿道利用を促進するため用途地域を次のように変更す

るもの。 

 

 変更前：第一種低層住居専用地域（ ８０／５０）１０ｍ  約０．７ｈａ 

 変更後：第一種住居地域    （２００／６０）     約０．７ｈａ 

※（ ）内は、容積率/建ぺい率 
       （ ）の右側は、建築物の高さの最高限度 

 
［意見書の有無］ 
 無 

 
［問い合わせ先］ 
  都市整備部 都市計画課 地域計画担当 
        直通番号 ０４８－８３０－５３４１ 
  

【議案名】 
 議第４９１４号 川越都市計画用途地域の変更について（県決定） 

 
［議案概要］ 

川島町の圏央道沿道地区について、沿道利用を促進するため用途地域を次のよう

に変更するもの。 

 

 変更前：第一種低層住居専用地域（ ８０／５０）１０ｍ  約１．９ｈａ 

 変更後：第一種住居地域    （２００／６０）     約１．９ｈａ 
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※（ ）内は、容積率/建ぺい率 
       （ ）の右側は、建築物の高さの最高限度 

 
［意見書の有無］ 
 無 

 
［問い合わせ先］ 
  都市整備部 都市計画課 地域計画担当 
        直通番号 ０４８－８３０－５３４１ 
  

【議案名】 
 議第４９１５号 桶川都市計画用途地域の変更について（県決定） 

 
［議案概要］ 

  桶川市の下日出谷東地区・下日出谷西地区・泉地区は、滝の宮線及び下日出谷東 
 土地区画整理事業等の進捗に伴い、また、上日出谷（圏央道沿道）地区は、首都圏 
 中央連絡自動車道の事業進捗に伴い、それぞれ用途地域を次のように変更するもの。 

 
 変更前：第一種低層住居専用地域 （ ８０／５０） １０ｍ 約２１．１ ｈａ 
          第一種低層住居専用地域 （１００／５０）１０ｍ 約 ３．６ ｈａ 
     第一種中高層住居専用地域（２００／６０）    約 ０．３ ｈａ 
     第二種中高層住居専用地域（２００／６０）    約 １．７ ｈａ 
     第一種住居地域      （２００／６０）    約 １．０１ｈａ 
     第二種住居地域      （２００／６０）    約 ０．０１ｈａ 
     準住居地域        （２００／６０）    約 ０．７ ｈａ 
 変更後：第一種低層住居専用地域 （１００／５０）１０ｍ 約１４．６１ｈａ 
     第一種中高層住居専用地域（１５０／５０）    約 ７．１ ｈａ 
     第一種中高層住居専用地域（２００／６０）    約 １．０ ｈａ 
          第一種住居地域     （２００／６０）      約 ５．７１ｈａ 

※（ ）内は、容積率/建ぺい率 
       （ ）の右側は、建築物の高さの最高限度 

 
［意見書の有無］ 
 無 

 
［問い合わせ先］ 
  都市整備部 都市計画課 地域計画担当 
        直通番号 ０４８－８３０－５３４１ 
 

【議案名】 

 議第４９１６号 所沢都市計画道路の変更について（県決定） 
 
［議案概要］ 
 所沢市の都市計画道路を次のように変更するもの。 
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３・４・６号新所沢駅前通り線 
 ・駅前交通広場の区域を拡張する。 
 ・起点を変更し延長を約１，８６０ｍから約１，８４０ｍに変更する。 
 ・車線数を２と決定する。 

 
［意見書の有無］ 
 無 

 
［問い合わせ先］ 
 都市整備部 都市計画課 施設計画担当 

   直通番号 ０４８－８３０－５３４３ 
 
【議案名】 

 議第４９１７号 さいたま都市計画道路の変更について（県決定） 
 
［議案概要］ 
 さいたま市の都市計画道路を次のように変更するもの。 

 
３・４・１号西大宮バイパス線 

 ・一部区域を削除する。 
 ・一部区間の構造形式を地表式から嵩上式に変更する。 

 
［意見書の有無］ 
 無 

 
［問い合わせ先］ 
 都市整備部 都市計画課 施設計画担当 

   直通番号 ０４８－８３０－５３４３ 
 
【議案名】 

 議第４９１８号 草加都市計画道路の変更について（県決定） 
 
［議案概要］ 
 草加市の都市計画道路を次のように変更するもの。 

 
３・４・１７号新田駅前旭町線 

 ・一部区間の幅員を１６ｍから１８ｍに変更する。 
 ・車線数を２と決定する。 
３・４・１８号新田西口停車場線 

 ・幅員を１６ｍから１８ｍに変更する。 
 ・車線数を２と決定する。 

 
［意見書の有無］ 
 有  （賛成 ４４通４４名）（反対 ７通７名） 

 



- 5/6 -  

［問い合わせ先］ 
 都市整備部 都市計画課 施設計画担当 

   直通番号 ０４８－８３０－５３４３ 
 

【議案名】 
 議第４９１９号 草加都市計画用途地域の変更について（県決定） 

 
［議案概要］ 
  草加市の新田駅西口地区について、都市計画道路新田駅前旭町線の変更に伴い、  

 沿道の用途地域を次のように変更するもの。 

 

 変更前：第一種中高層住居専用地域（２００／６０）     約０．０３ｈａ 

 変更後：第一種住居地域     （２００／６０）     約０．０３ｈａ 

※（ ）内は、容積率/建ぺい率 
        

［意見書の有無］ 
 有    （賛成 ４４通４４名）（反対 ６通６名） 

 
［問い合わせ先］ 
  都市整備部 都市計画課 地域計画担当 
        直通番号 ０４８－８３０－５３４１ 
 
【議案名】 

 議第４９２０号  熊谷都市計画区域における産業廃棄物処理施設の敷地の 

          位置について 

 

［議案概要］ 

 産業廃棄物処理施設の付属施設（倉庫）の増築に伴い、産業廃棄物処理施設の敷 

地の位置が、都市計画上支障がないかを建築基準法第５１条ただし書の規定に基づ 

き、埼玉県都市計画審議会に付議するもの。  

 

１ 敷地の位置 熊谷市三ヶ尻字東原５３１０番地外３７筆 

２ 敷 地 面 積 ４１１，６２４．８１㎡ 

３ 用 途 地 域 工業専用地域 

４ 建築物の用途 産業廃棄物を保管する倉庫 

５ 工 事 種 別 増築 

６ 構 造 階 数 鉄骨造 1 階建て ２棟 

７ 建 築 面 積 １，７７２．８１㎡ 

８ 延 べ 面 積 １，７７２．８１㎡ 

９ 処 理 施 設 産業廃棄物処理施設（既存２基） 

  ①破砕処理施設 

    廃プラスチック類          処理能力： 194.4 ｔ/日 

  ②焼却施設 

    焼成（燃え殻、汚泥外５種類）    処理能力：2,700 ｔ/日 

    焼却（廃プラスチック類外２種類）  処理能力： 350 ｔ/日 
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    焼却（廃油）            処理能力： 400 ｔ/日 

    焼却（廃酸、廃アルカリ）      処理能力： 302 ｔ/日 

 

［問い合わせ先］ 

 都市整備部 建築安全課 建築指導担当 

   直通番号 ０４８－８３０－５５１９ 

 

【議案名】 
  議第４９２１号 川口都市計画事業芝東第４土地区画整理事業の事業計画変更

に係る意見書について 
 
［議案概要］ 
  川口都市計画事業芝東第４土地区画整理事業の事業計画を変更するにあたり、事

業計画を平成２１年１０月２０日から平成２１年１１月２日までの２週間の公衆

の縦覧に供したところ、知事あてに１通１名の意見書の提出があった。このため、

土地区画整理法第５５条第１３項において準用する同法同条第３項の規定に基づ

き、埼玉県都市計画審議会に付議するもの。 
 
［問い合わせ先］ 
  都市整備部 市街地整備課 区画整理担当 
        直通番号 ０４８－８３０－５３８３ 

 


